
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉のまちづくり基本方針（改定案）」の概要 

【改定の趣旨・ポイント】 

Ⅰ 目標年次、性格と位置付け  

 

Ⅲ 理念と基本的方向  

１ 理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本的方向 

Ⅴ 展開  

１ 福祉のまちづくりを推進する各主体の役割 

・県、市町、県民、事業者の役割 

２ 県、市町、県民及び事業者の協働 

【性格】 すべての人々が、一人の人間として尊重され、等しく社会参加の機会を

持つことにより自己実現を果たせる社会の構築に向け、福祉のまちづくりを総合的

に推進するため、県、市町、県民及び事業者等の具体的な取組のあり方を示す指針 
【目標年次】 

平成32年度 

【位置付け】 

・「まちづくり基本方針」における福祉のまちづくりに関する施策の詳細な指針 

・「ひょうごﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり総合指針」のまちづくりに関する施策を推進するための指針 

高齢者、障害者、妊婦、

乳幼児をはじめとする

すべての人々が、いつ

でもいきいきと生活

し、能力を発揮して活

動できる安全・安心で

快適なまちづくり 

 

 

(3)意識啓発・相互理解

の促進 

Ⅳ 目標  
１ 面的なまちづくり  
 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり推進地区指定地区数【28地区（H27）→41地区（H32）】 
２ ハード目標   
項 目 指 標 H27 H32 

鉄道駅舎 
平均乗降客数3千人以上5千人未満/日の駅舎
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 

70% 100% 

ﾊﾞｽ車両 乗合ﾊﾞｽに対するﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入率 58% 70% 

道路 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会
づくり推進地
区及び重点整
備地区内 

主要な経路を構成する道路の
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率（※新規地区等含む） 

89% 
(※77%) 

100% 

主要な経路を構成する道路に設置され
る信号機における視覚障害者用付加装
置の整備率（※新規地区等含む） 

99% 
（※76%） 

100% 

公園 都市公園 
園路・広場のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 68% 70% 

駐車場のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 64% 70% 

公益的施設 公益的施設等の基本的なﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 65% 70% 

ﾄｲﾚ 
都市公園のﾄｲﾚのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 37% 45% 

多数が利用する公益的施設の車椅子用ﾄｲﾚの設置率 91% 96% 

住宅 住宅の一定のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 48% 65% 

ﾀｸｼｰ 
福祉ﾀｸｼｰの導入台数 - 50台増 

子育てﾀｸｼｰの導入台数 - 50台増 

３ ソフト目標 
指 標 H27 H32 

ﾁｪｯｸ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｽの実施件数 53件 150件 
ひょうごﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ施設の認定数 10件 40件 
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの立ち上げ支援数 14地域 23地域（※１） 

外出する障害者の割合 
身体 92.2%（※2） 95% 
知的 87.7%（※2） 97% 
精神 67.7%（※2） 88% 

みんなの声かけ運動の推進員数 4,627人 5,930人（※3） 
ゆずりあい駐車場登録数 4,181箇所 4,211箇所（※3） 
移動支援年間利用者数 8,498人 9,199人（※3） 

 ※1：H30目標値、※2：H25の実績値、※3：H29目標値 
４ 地域別目標 
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Ⅵ 推進施策  
１ 多様な要配慮者の特性に応じた取組みの拡大 
・高齢者、身体障害者への対応の強化 
・子育て世帯への支援 
・訪日外国人等への支援 
・知的・精神障害者への支援 
・認知症の人に対応した調査研究・支援 
２ 地域の特性に応じた取組の推進 
・福祉ﾀｸｼｰ導入の促進 
・福祉のまちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの属性拡大、地域の登録者
数の増加促進 

・路線ﾊﾞｽ車両のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ立ち上げ促進 
３ 災害時・非常時に対応した取組の推進 
・福祉避難所の指定の推進 
・災害時要援護者支援体制の確立 
・ひょうご防災ﾈｯﾄによる緊急時情報の発信 
４ 障害者等当事者の主体的な参画による取組の推進 
・福祉のまちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる施設の点検・助言制
度の推進 

・県有施設における施設の点検・助言制度の推進 
・県民参加型特定施設の認定制度の推進 
・福祉のまちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる大規模施設の点検・
助言実施要綱の策定 

・施設の点検・助言制度活用による施設改修事例集及び
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 

・福祉のまちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの属性の拡大、地域の登録者
数の増加促進 

５ 情報のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の一層の推進 
・あらゆる人に対応した情報提供の推進 
・相談体制の整備 
・実践的な研究の推進 
６ 公共、民間事業者、県民の意識を高め、相互理解を深
める取組の推進 
・福祉のまちづくりｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・出前講座の開催の取組 
・みんなの声かけ運動実践事業の推進 
・優れたまちづくり活動等の顕彰 
・学校教育・生涯学習の充実 

Ⅱ 福祉のまちづくりを取り巻く現状と課題  

 
１ 社会情勢の変化 

・著しい高齢化の進展 

・障害者の社会進出の拡大 

・障害者に関する法の制定 

２ 基本方針（現行）に基づく主な取組の現状 

(1)福祉のまちづくりの総合的な推進 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくり推進地区の指定 

(2)施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等の推進 

公共交通機関の施設、車両等、公共施設、

公益的施設、住宅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 

(3)高齢者、障害者等の参画による施設整備等 

  ﾁｪｯｸ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｽの推進、ひょうご県民ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

施設の認定等 

(4)情報のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進 

一定の用途・規模の施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ状況公表 

(5)災害時のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進 

福祉避難所の指定 

(6)福祉のまちづくりを支える基盤づくり 

３ 課題 

(1)多様な要配慮者の増加に応じた対応 

・高齢者、身体障害者等への対応の強化 

・子育て世帯への支援 

・訪日外国人等への支援 

・知的・精神障害者への支援 

・認知症の人への支援 

(2)取組状況の地域格差の緩和・是正 

(3)災害時・非常時の避難等への対応 

(4)当事者の主体的な参画の拡大 

(5)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の情報発信の充実 

(6)公共,民間事業者,県民等の理解・意識の向上 

 

 

(2)利用者が主体的にま

ちづくりに関わり、

ｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟを推進 

 

 

(1)人,場所,時間の特性

に応じた取組の推進 

【改定のポイント】 
(1) 平成32年度目標の設定 

県独自の目標設定として、ハード目標にトイレやタクシーを追加するとともに、新たにハードを
補完するソフト目標や地域別目標を設定 

(2) 福祉のまちづくりの基本的方向と推進施策 
ソフト施策の一層の活用・拡大と多様な要配慮者の特性に応じた取組の拡大を見直しの視点とし

て考慮し、従来の基本的方向や推進施策を再構成 

【改定の趣旨】 

本県では、これまでから公益的施設等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化や障害当事者等の利用者の意見を施設の整備・運営に反映する先

進的な取り組みなど、福祉のまちづくりに関する政策を総合的に講じてきた。 

近年の著しい高齢化の進展、障害者の社会進出の拡大、さらには訪日外国人の増加など福祉のまちづくりを取り巻く

状況も変化しており、これらに的確に対応しながら将来を見据えて施策を総合的に推進するため基本方針を改定する。 

【資料３－２】 


